
高石市に申込 パートナー選定 利活用の提案 交渉・契約

都市計画課へ利用
申込書と別紙を記入
し、窓口、郵送、メー
ルにて提出。

市と協定を締結した
不動産団体が、相談
パートナーを選定。

相談パートナーがヒ
アリングや物件確認
を行い、利活用を提
案。

提案内容が希望に
沿い契約する場合
は、空き家所有者と
相談パートナーの責
任で契約。


